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司法研修所第一部教官室

１

説
第

１
． 明編】

本書面の使い方と留意事項・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ “・ ・ 1

２
１
２
３
４
５
６

第 集合研修の全体像・ ・ 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ？ ・ ・ ・2
●

職務導入研修等. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・2
口

◆

分其本野系研究会・ ・ ・ ・ 。. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・3

専門分野系研究会・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・3

某盤系研究会‘ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・. ｡ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・4
●

特別研究会・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． . ・ ・ ・ ・ ・ ・4

簡裁判事の研修・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。. 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ､・ ・4

３
１
２
３

第 判事6判事補の各段階に応じて参加できる研修・研究会． ． ・ ・ ・ 5

未特例判事補・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・5

特例判事補・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・6

判事・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・7

【資料編】

資料1 判事・判事補，簡易裁判所判事の集合研修（種類別） ， ・ ・ 1～10

資料2判事・判事補，簡易裁判所判事の集合研修（時系列） ・ ・ ・ 1～2

資料3平成28年度裁判官研修計画力.レンダーャ ． ． ． ． ． ． ． ・ ・ ・ .1

※末尾に，平成28年度裁判官研修のイメージ（図）を添付しています。



0

第1 本書面の使い方と留意事項

1 本書面の使い方

本書面は，説明編と資料編に分かれています。

説明編では，第2で集合研修の全体像について説明し，第3．で判事・判事補の

集合研修について，未特例判事補，特例判事補,判事の各段階ごとに参加できる

研究会を整理して記載しています｡第2では集合研修の位置づけが確認できます。

第3では，裁判官各自に関係する箇所等を参照することにより，①必ず参加しな

ければならない研究会はあるか，②応募できる又は応募したい研究会は何かなど

が確認できます。

資料編では，研修について，種類別及び時系列で整理した表を載せており （資

料1， 2） ，各研修の詳しい内容や，専門性の程度，応募型の研修かどうかなど

カミ確認できます。また，カレンダー（資料3）は期日簿に挟むなどして，適宜参

照してください｡

2留意事項

裁判官が，求められる資質・能力を習得し，その力量を向上させていくために

は， 日々の事件処理に対する真蟄な取組の積み重ねと，各自が目標とする裁判官

像を描きつつ， 自らの資質・能力の向上を目指して，主体的。､自律的に取り組む

不断の自己研さんが必要です。司法研修所において実施する集合研修は， このよ

うな裁判官の自己研さんの支援を行うことを主たる目的としています。

そのような観点からb 自己研さんの支援を目的とする研修に参加することが自

らの能力等の向上につながるこどを意識して，応募型の研修について積極的に応

募するようにしてください（もとより，応募に当たつでは，担当職務の状況等も

踏まえるようにしてください。なお,個々の研修に関して,4か月前をめどに高

等裁判所を通じて参加者を募集しますので，応募に当たってはその際に配布する

資料も参考にしてください｡)。

1
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第2集合研鯵の全体像

印
EC集合研修の全体像を説明しています。
①職務導入研修等（新たな職務等に就いた際の研修）

②基本分野系研究会（基本的な裁判分野に閏する研修）

③専門分野系研究会（専門的な分野に関する研修）

④基盤系研究会（－般的資質d能力を高めるための研修）

’

などノ

、_ノ

１
１

’ _」1 職務導入研修等

職務導入研修等は，任官時や新たな職務又はポストに就いた際の職務への導入

を目的とする研修で，原則として,対象者の全員が参加することになります（中

堅判事研究会，部総括裁判官実務研究会は応募型） 。

具体的には，経験年数に応じて,次の各研修があります。

69朔

一二一｣66期

I

目△59期

－
９
－
厘
一
※その他に，支部長研究会(初めて支部長になった者） ，弁護士任官者実務研

究会（任官直後）があります。

2
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’ _」2基本分野系研究会

基本分野系研究会は，基本的な裁判分野に関する研修で，得意分野の形成，深

化を支援すると'ともに，部等の組織運営への関与の在り方等についても意見交換

等を行う応募型研修です。

家事実務研究金 少年実務研究会

※特例判事補以上
※家泰事件担当者

※末特側純鐡睦含む。
※少年事件担当誉

’ _」3専門分野系研究会

専門分野系研究会は，裁判所に持ち込まれる案件の複雑化，専門化を背景とし

て，専門性の獲得,.深化を支援するための研修で，原則として応募型の研修です

（刑事実務研究会（裁判員1）は非応募型） 。

基礎的な内容を扱う,いわば初心者向けの基礎研究会と,現に当該分野の事務

を担当する者を対象とする実務研究会があります｡※資料1では，専門性の程度

を☆印の数で表しているので，応募する際の目安にしてください。

a ＆可 刑璽雲務研究会民襲実誇研究会

|｜ 金融経済'～s i

医震 I

蕊1障裁手娯戦列を墾当する
読僅麺尋炎稗

z2,31理剰員彼純とそﾛ鍾訴
亭件を担当する摘事・軸荊事旬

｜ 裁判員'～s j

１
１

１
１

溌瀦亭事件響雪当吋毛判車・
輔例秘事稔|’

尾
掴害者配匿

、 － －－』

、■…卿』L_*&､”
も鵬噂且僻を"当寸る判■． ． 乳！

空研究会

｜ 行政A･B 1譲麓蕊篭,蝿事剰事衝
b

一

［
一

、
虫

行政実務研究会

窯行政事件を担当する判享 皇
一
一

張蝦津祁

労陰湊務研究会A・B

蕪いずれも労働率件担当者
※Aほ判事・絵碗割事初, B憾判事

1

」

Ｉ

』舌字F 一二 一一

↓

3

建築A・B

1 丁



_」4基盤系研究会

基盤系研究会は，法律分野そのものではなく，その背景となる社会，経済や隣

接領域である自然科学等に関する知見を広め,あるいは思考を深めることを通じ，

一般的資質‘能力を高めるきっかけとするための応募型の研修です。

’ 」5特別研究会

特別研究会は，時宜に応じたテーマを取り上げる研修で，法改正や喫緊の課題

などへの対応を支援することを目的としています。テーマにより応募型と指名型

の研修があります。

」6簡裁判事の研修

簡易裁判所判事の研修には，任官時等の職務への導入のための新任簡裁判事導

入研修･新任簡裁判事研修，簡裁判事基礎研究会（対象者全員が参加)や，一定・

年数以上の経験を有する者について，訴訟運営や個別テーマの理解の深化を支援

する簡裁判事民事｡刑事実務研究会j簡裁判事特別研究会(応募型)がありま弱

'

（
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第3判事＝判事補の各段階に応じて参加できる研究会

｡
判事・判事補を対象とする研究会について『未特例判事補，特例判事

､補，判事の各段階に応じて参加することができる研究会を整理していま

す(括弧（【 】）内の数字は,資料1における番号を示しています。）。

ノ

、_ノ

’ 」1 未特例判事補

参加が予定されているか，又は応募が可能な研究会等は次のとおりです。

｛ ｝ (新たな職務等に就いた際の研修）職務導入研修等

新任判事補研修【1】 （※69期・対象者全員が参加）

判事補基礎研究会【2】 （※66期。対象者全員が参加）

｛ ｝ (基本的な裁判分野に関する研修）
【14】 （※少年事件担当者）

(基本1， 2） 【11， 12】 （※66期以上）

基本分野系研究会

少年実務研究会

刑事実務研究会

門分野系研究会）(専門的な分野に関する研修）
○基礎研究会

行政基礎研究会A, B[29, 301 (※行政事件担当者）

金融経済基礎研究会【31】

医療基礎研究会【32】

専門分野系研究会I

建築｡ IT基礎研究会【33] (※なお，建築基礎のみ,. IT基礎のみの

参加も可能）

知的財産権基礎研究会【34】

I 1 (’一般的資質・能力を高めるための研修）
， 2【38， 39】 （※65期以上）

基盤系研究会

知的基盤研究会1‘

、
戸
〔
Ｕ
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一J2特例判事補

参加が予定されているか,又は応募が可能な研究会等は次のとおりです（なお，
●

その他に特別研究会があります。 ） 。

I 1 (新たな職務等に就いた際の研修）
'】 （※初めて支部長とされた者・対象者全員が参加）

職務導入研修等

支部長研究会【7】

I I (基本的な裁判分野に関する研修）基本分野系研究会

民事実務研究会（基本1 , 2) I･9, 101 (X63期以上）

刑事実務研究会（基本1， 2） 【11， 12】

家事実務研究会【13】 （※家事事件担当者）

少年実務研究会【14】 （※少年事件担当者）

※当教官室では，判事補の間に，民事又は刑事の実務研究会（基本）のいずれ

かの研究会には必ず参加し，家事又は少年の実務研究会にも積極的に参加す

ることが望ましいと考えています。

1

｛ (専門的な分野に関する研修）

○基礎研究会

行政基礎研究会A, B[29, 30] (※行政事件担当者）

金融経済基礎研究会【31】

医療基礎研究会【32】

建築｡ IT基礎研究会【33] (※なお,F建築基礎のみ, 'IT基礎のみの

参加も可能）

知的財産権基礎研究会【34】

○実務研究会

民事実務研究会（金融経済1～3） 【15～17】 （※民事事件担当者）

民事実務研究会（医療） 【18】 （※民事事件担当者）

民事実務研究会（建築A, B) [19, 20] (※民事事件担当者）

民事実務研究会(IT) [211 (※民事事件担当者）

I

6

T

専門分野系研究会



刑事実務研究会（裁判員2， 3） 【23， 24】 （※裁判員裁判担当者）

刑事実務研究会（被害者配盧） 【25】 （※刑事事件担当者）

労働実務研究会AK271 (※労働事件担当者）

盤系研究会 ）(一般的資質･能力を高めるための研修）
知的基盤研究会1， 2【88， 39】

ゴ

1

1
（
基盤系研究会

’ 」3判事

参加が予定されているか,又は応募が可能な研究会等は次のとおりです（なお，

その他に特別研究会があります。 ） 。
I

I 1 (新たな職務等に就いた際の研修）
干究会【3】 .(※59期。対象者全員が参加）

職務導入研修等

判事任官者実務研究会【3】 (※59期。対象者全員が参加）

中堅判事研究会【4】 （※51期～55期。応募型）

新任部総括裁判官研究会【5】 （※初めて部総括判事に指名された者・対

象者全員が参加）

部総括裁判官実務研究会【6】 （※応募型）

支部長研究会【7】 （※初めて支部長とされた者・対象者全員が参加）

I 1 (基本的な裁判分野に関する研修）基本分野系研究会､

民事実務研究会（基本1; 2) [9, 10] (X54期まで）

刑事実務研究会（基本1， 2） 【11， 12】 （※54期まで）

家事実務研究会【13】 （※家事事件担当者）

少年実務研究会【14】 （※少年事件担当者）

※基本分野系研究会に判事補の間に参加する機会がなかった判事は，早期に参

加することが望まれます。

1 (専門的な分野に関する研修）専門分野系研究会

○基礎研究会

行政基礎研究会BI301 (※行政事件担当者）
埋

7



○実務研究会

民事実務研究会（金融経済1～3） 【15～17】 （※民事事件担当者）

民事実務研究会（医療） 【18】 （※民事事件担当者) ・

民事実務研究会（建築ArB) [19, 2Q] (※民事事件担当者）

民事実務研究会(I丁) [21] (※民事事件担当者）

刑事実務研究会（裁判員1～3） 【22～24】 （※裁判員裁判担当者）

刑事実務研究会（被害者配慮） 【25】 （※刑事事件担当者）

行政実務研究会【26】 （※行政事件担当者）

労働実務研究会A, B[27, 281 (※労働事件担当者）

｛ ’ (一般的資質”能力を高めるための研修）基盤系研究会

知的基盤研究会1 , 2[38, 39】

裁判基盤研究会,～3【35～37】

(※56期まで）

》

8
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（賢料1）
判事･判事補,簡易裁判所判事の集合研修(種類別）

ゴ

第1判事・判事補の集合研修

1

番
号
種
類

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 定員等 対象者等 概要

1

2

3

4

5

6

職
務
導
入
研
・
修
等

◆

◆

新任判事補研修
g ▲

『

判事補基礎研究会
●

判事任官者実務研究会

中堅判事研究会

新任部総括裁判官研究会
8 ●

巳

部総括裁判
● 凸

官実務研
● e

究会

●

29.

～

1.17（火）
1:23(月）

28. 6． 6(月）
～6.10(金）

29. 2. 14(火）
～2.17（金）

凸

28. 9.27(火）
～9629(木）

28． 6．21

～6．24

１
Ｊ
吠
睦

28.11.24(木）
～11.25(金）

5日

､5日

4日

3日

4日

■

2～3

日

未定

未定

未定

未定

20～30

平成28年12月に司法修習を終
え，裁判官に任命された者
(69期司法修習終了者）

平成25年i2月に司法修習を終
え，裁判官に任命された者
(66期司法修習終了者）

平成1
た判事
8年10月に司法修習を終え

■
G

(59期司法修習終了者）

高裁,地裁又は家裁の判事

初めて地裁又は家裁の部総括裁判官
に指名された者

地裁又は家裁の部総括裁判官のう
ち， 4年を超える期間，部総括裁判
官を経験している者

新任判事桶が，円滑なスター卜を切ることができるように，担
当事務に関する基本的知議を提供するとともに,裁判所及び実
務への円滑な導入を狙いとするカリキュラムや自己研さんの動
機付けを行うこと，組織運営的な側面を意職することを狙いと
するカリキュラム等を実施する。

な執祷能力の同上を図ることを狙いとするカリキュラムや，各
自の成長目標を考えること，組織運営的な側面を意職すること
を狙いとするカリキュラム等を実施する。

判事任官者に対する職務導入研修として，中堅裁判官としての
自覚を持って日々の職務を行うべき立場にあることを認職する
よう促し，第一審の裁判長に向けて，今後の成長を支援するこ
とを目的とし，組織運営的な側面を始めとする裁判所の組織的
課題を考え，裁判官としての成長への動機付けを行うことを狙
いとする力･リキュラム等を実施する。

どれからの裁判所を支えていく中堅判事として，先輩裁判官と
の意見交換等を通じ,組織運営的な側面を始めとする裁判所の
課題を考え，組織の中でリーダーシップを発揮し，後進の裁判
官や裁判所職員の成長を支援していく方策等について研究する
カリキュラム等を実施する｡． ．

初めて地家裁の部総括裁判官に指名された者に対する職務導入
研修として，部のマネジメント；陪席裁判官の成長支援，職員
の指導育成等部総括の役割に関する麗織を深めることを目的と
し，部総括裁判官として裁判所の組織運営上考恵すべき事項等
について研究するカリキュラム等を実施する｡ ．

地家裁の部総括裁判官の組織運営能力の向上を目的としで，裁
判所の組織運営上考慮すべき事項等について研究するカリキュ
ラム等を実施する。
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9

2

番
号

種
．
類

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 定員等 対象者等 概・要

～

7

8

職
務
蕊
入
研
修
等
‐

支部長研究会

弁謹士任官者実務研究会

28. 5.23(月）
●

～ 5.25(水）

28． 4． 6(水）

3日

1日

未定

ざ

未定

初めて地裁又は家裁の支部長とされ
た者（部総括裁判官研究会に参加経
験のある者を除くb )

新たに弁護士から任官又は任官予定
の判事又は判事補

初めて地家裁の支部長とされた者に対する職務導入研修とし
て,支部の人事管理事件管理，本庁支部間の連携その他支部
の組織運営に関する基本的な理解を深めることを目的とし,:支
部長として組織運営上考慮すべき事項等について研究するカリ
キュラム等を実施する。 （本庁支部の連携に関する共同研究に
ついて，裁判所職員総合研修所と合同実施を予定）

●F、

弁護士任官の裁判官を対象として，裁判所及び実務への円滑な
導入を目的とするもので，裁判官としての服務や裁判事務処理
に関する脱明，組織運営的な側面を意餓すること等を狙いとす
る等のカリキュラムを実施する。 ．

9

10

11

、

12

基
本
分
野
系
研
究
．
会

◆

◆

◆

◆

ｐ

■

民事実務研究会

民事実務研究会
（基本2）

刑事実務研究会
(基本1）

刑事実務研究会
(基本2）

28． 5．18

～5．20

１
１
体
蛾

28.10. 19(水）
～10.20(木）

28.
～

11.

11.

8(火）
10(木）

29.
～

●
●

２
２
21（火）
22(水）

3日

2日

3日

2日

50

40

50

30

54期から63期までの判事又は判
事補で，次のいずれかのもの
ア地裁で民事事件を担当する者
イ民事裁判に関心がある者

54期から63期までの判事又は判
事補で，次のいずれかのもの
ア地裁で民事事件を担当する者
イ民事裁判に関心がある者

0

54期から66期までの判事又は判
事補で，次のいずれかのもの
ア・地裁で刑事事件を担当する者
"〔刑事裁判に関心がある者

54期から66期までの判事又は判
事補でゥ次のいずれかのもの ．
ア地裁で刑事事件を担当する者
イ刑事裁判に関心がある者

訴訟運営の方法，事実認定，書記官との連携，部等の組織運営
への関与の在り方等について共同研究等を行う予定（一部カリ
キュラムについて,､裁判所職員総合研修所と合同研究を実施予
定）

訴訟運営の方法，事実認定，書記官との連携，
への関与の在り方等について共同研究等を行う

部等の組織運営
予定

裁判員裁判を中心とする刑事裁判のありよう，単独事件の審理
や判決の在り方，裁判員裁判を始めとする合雛事件への関わり
方，刑事事件における書記官との協働,部等の組織運営への関
与の在り方， 自己研さんの在り方等について共同研究等を行う
予定（一部カリキュラムについて，裁判所職員総合研修所と合
同研究を実施予定）

裁判員裁判を中心とする刑事裁判のありよう，単独事件の審理
や判決等の在り方，裁判員裁判を始めとする合醗事件への関わ
り方，部の運営への関与の在り方， 自己研さんの在り方等につ
いて共同研究等を行う予定
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※応募する上で目安となる専門性の程度は次のkおり
☆＝漂準的な法的知識を前提とする研究会

☆☆＝専門性が高い研究会（ただし，必ず("も難度が高いという趣旨ではなく 関心があれば積極的に応藤!＝ごもらいたいもの）
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13
●■

14

基
本
分
野
系
研
究
会

◆

◆

家事実務研

．
》

少年実務研究会

28．
～

11.30（水）
12． 2(金）

28. 9.14(水）
～､9.16(金）

3日

3日

50

50

家裁で家事事件を担当する判事又は
特例判事補

家裁で少年事件を担当ずる判事又は
判事補（未特例判事補を含む｡ ）

家事事件手続法の施行以降における家事審判，家事調停等の運
用を巡る賭問題について，共同研究等を行うとともに，組織運
営的な側面を意職することを狙いとするカリキュラム等を実施
する予定（一部カリキュラムについて，裁判所職員総合研修所
と合同研究を実施予定）

少年審判における書記官や家裁調査官との協働，少年法運用上
の諸問題，家裁裁判官の在り方等について，共同研究等を行う
とともに，組織運営的な側面を意識することを狙いとするカリ
キュラム等を実施する予定(一部カリキュラムについて，裁判
所職員総合研修所と合同研究を実施予定）

15

16

17

専

門
ー

分
野
系
研
究
会

◆

◆

◆

民事実務研究会
.(金融経済1）

民事実務研究会
（金融経済2）

究会
3）

28.10. 5(水）
～10． 6(木）

28.11,17(木）
～11.18(金）

29． 2． 9(木）
一
一 2.10(金）

2日

2日

2日

30

40

30

高裁又は地裁で民事事件を担当する
判事又は特例判事補

高裁又は地裁で民事事件を担当する
判事又は特例判事補

高裁又は地裁で民事事件を担当する
判事又は特例判事補

4、

「ファイナンスと企業価値」をテーマとして，研究者・専門実
務家等を購師として招き，株式やストックオプション評価の理
論と実務, ･企業価値をめぐる紛争等の題材を取り上げて講演,亀
意見交換等を行う予定｡
来年度以降はj 「信託」 ，

と意見交換等を行う予定6
【専門性★★】

｢資金決淘等をテーマと･する諾演

本年度は，企業の法務担当者等を簿師として招き,商慣習・取
引横行が企業取引に与える影響等の題材を取り上げて講演と意
見交換等を行う予定。
来年度以降も， 「企業をめぐる諸問題」をテーマとして，企業
の法務担当者等を露師として招き，企業取引や企業組織運営に
関する問題を取り扱う予定。
【専門性★】

瞼融と市場｣をテーマとして，ファイナシスに関する問題を
取り扱う。本年度は，研究者・専門実務家等を購師として招
き，市場規制，金融商品，与信・受信取引，社債等の題材を取
り上げて舗演と意見交換等を行う予恵
来年度以降は，証券化・流動化，仕組み金融，
取り上げて鱗演と意見交換等を行う予定b
【専門性★★】

保険等の題材を
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※応募する上で目安となる専門性の程度は次のとおり
☆＝標準的な法的知識を前提とする研究会
☆☆＝専門性が高い研究会（ただし．必ずしも難度が高いという趣旨･てふはなく，関心がふれば繍櫛的に応募してもらいたいもの〉

4

番
号
種
類

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 定員等 対象者等
q■■ 串

概要

18

19

20

専

門

分
野
・
系
研
究
会

◆

く

◆

◆

民事実務研究会
療）

民事実務研究会
． （建築A)

民事実
（建

28． 9．26

.～9．27

ｊ
ｊ
明
倣

28.10.31

～11． 1

（月）
(火）

28.11. 1

～11． 2

ｊ
ｊ
は
体

2日

2日

2日

30

40

30

高裁又は地裁で民事事件を担当する
判事又は特例判事補．

ー

高裁又は地裁で民事事件を担当する
判事又は特例判事補（引き続き建築
Bに参加することができる。 ） ．． ．

q■■凸一

高裁又は地裁で民事事件を担当する
判事又は特例判事補（建築Aに引き
続いて参加することができる。 ）

医事関係訴訟事件の審理運営について， 「争点整理手続」や
. ｢専門的知見の獲得」等をテーマとする共同研究を行うほか，
医療の専門的知見や実態・背景事情等に関する情報提供とし
て， ．｢脳神経外科（例えば，脳血管障害等） 」等をテーマとす
る騨演と意見交換等を行う予恵
なお，来年度以降も， ．｢争点整理手続」や．｢専門的知見の獲
得」等をテーマとする共同研究を行うほか， 「循環器系の疾患
（例えば，心不全等） 」等をテーマに講演と意見交換を行う予
定。
【専門性★】

「建築生産プロセスに関する諸問題」をテーマとする。比較的
経験の浅い者を対象に， ､木遣･鉄骨造,･RC造の建物建築の実
際を理解するとともに，建築所訟に特有の実体法上の問題を研
究することを目的とする。
は, ． 「地盤の支持力と基礎

建築Bと共通で実施する専門簿漬で
の殴計」を取り上げる予定｡．

平成29年度以降の建築Bと共通の専門簿演では，建築基準法
の考え方,･雨漏りと結露などを取り上げる予定。 ．
【専門性★】

建築Aと同機「建築生産プロセスに関する諸問題」をテーマ
とする。主と･して建築関係蘇訟を担当する者を対象に,建築訴
舩に特有の実体法上の問題及び審理運営のあり方について， よ
り進んだ研究をすることを目的とする。 ･専門騨演として， 「建
築工事の中途終了と出来高の算定」を取り上げる予定。 ． ．
平成29年度以降の専門露演では，修補
の考え方な．どを取り上げる予定。共通力
建築Aと同じ。
【専門性★★】

費用の積算，構造設計
リキュラムについては
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※応募する上で目安となる専門性の程度は次のとおり
☆＝標準的な法的知識を前提とする研究会

☆☆＝専門性が高い研究会（ただし，必ずしも難度が高I､という趣旨ではなく，関心があれば積極的に応募してもらいたいもの）
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21．

22

23

24

25

専
門
分
野
系
研
究
会

◆

◆

◆

◆

民事実務研究会

刑事実務研究会
(裁判員1）

刑事実務研究会
．(裁判員2)．

刑事実務研究会
（裁判員8）

刑事実務研究会
（被害者配慮）

28. 7.12(火）
～7.13(水）

28.
～

●
●

４
４
14（木）
15<金）

28. 7.12(火）
～7.13(水）

28.11.16(水）
～11.18(金）

即
幻
く
く

ゞ
６
７

２
２
●
●

９
－
２

2日

2日

2日

3日

2日

30

30

40

40

30

●
■

高裁又は地裁で民事事件を担当する
判事又は特例判事補

一

地裁で新たに裁判長として裁判員裁
判を担当する判事又はこれに準じる
者 ． 。

高裁又は地裁で裁判員裁判（及びそ
の控訴事件）を担当する判事又は特
例判事補

高裁又は地裁で裁判員裁判（及びそ
の控訴事件）を担当する判事又は特
例判事補．

高裁又は地裁で刑事事件を担当する
判事又は特例判事補

ソフトウェア開発を巡る紛争の実態・背景についての基礎的な
理解を得ることを目的とする。一般的・基本的な開発雫法につ
いての理解を深めるとともに，具体的なIT紛争を取り上げた
ケース研究を行い，その後に共同研究（実態，背景，審理運
営）を実施する予定｡．､本年度の専門購演では，開発手法の基本
型であるウォーターフォール型と比較されることが多い反復型
開発手法（アジヤイル型など）の問題を取り上げる予定。
平成29年度以降の専門講演では，パッケージ・カスタマイズ
型プロジェクト，ゾロジェクト・マネジメントなどを取り上げ
る予定。
【専門性★★】

裁判員裁判の現状と課題，裁判員裁判にふさわしし．､公判準備・
審理・詳蟻・判決の在り方や部等の組織運営の在り方等につい
て共同研究等を行う。 ．

裁判員裁判にふさわしい公判準備・審理・評賎も判決の在り方
や部等の組織運営の在り方について共同研究等を行う。

刑事実務研究会（裁判員2）に同じ

「犯罪被害者への配慮の在り方」をテーマに，
問題等について識演や共同研究等を行う予定

審理運営上の猪
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※応募する上で目安となる専門性の程度は次のとおし）
☆＝標進的な法的知識を前提とする研究会
☆☆＝専門性が高い研究会（ただし，必ずしも難度が高いという趣旨で剛なく， 関心があれば積極的に応募L,てもらし､たいもの）
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番
号
種
類

応
募
型
◆

名称 実施

ｳ

時期 期間 定員等 対象者等 概要

26

27

28

29

30

31

一

32

専
門
分
野
系
．
研
究
会

◆

◆

◆

◆

◆

◆．

◆

行政実務研究会

労働実務研究会A

労働実務研究会B

行政基礎研究会A

行政基礎研究会B

金融経済基礎研究会

医療基礎研究会

28.10. 6(木)．
～10.. 7(金）

町

●

288 12． 6(火）
～12． 8(木）

28.12．

~12;

8（木）
9(金）

■

28.10. .4（火）
～10． 6(木）

29. 125(水）
~i.26(木）

29． 3． 7(火）

～3． 9(木）

■

29． 2．21

～2．23

ｊ
ｊ
火
木
く
く

2日

3日

2日

3日

2日

3日

3日

20

30

争

20

40

40

G

40

55

高裁又は地裁で行政事件を担当する
判事

高裁又は地裁で労働事件を担当する
判事又は特例判事補

高裁又は地裁で労働事件を担当する
判事（労働Aに引き続いて参加する

ことができる。 ）

地裁で行政事件を担当する判事補．
(未特例判事補を含む。 ）

､

高裁又は地裁で行政事件を担当する
判事又は判事補（未特例判事補を含
む。 ）

地裁又は家裁の判事補（未特例判事
補を含む。 ）

地裁又
補を含

の判事補(未特例判事

複雑困難化しつつある行政事件の実務上の問題点について，高
度に専門的な観点に立って共同研究等を行う予定
【専門性★★】

標準的な労働事件一般に関する諸問題にづいて，共同研究等を
行う予定
【専門性★】

労働事件をめぐる専門的・先端的な問題点について，
等を行う予定

【専門性★★】

共同研究

左陪席裁判官として行政事件を担当する際に必要となる行政法
の基礎的知識についての簿演や，実務上の留意点等について共
同研究等を行う予定
【専門性★】

行政事件について一定の経験を積んだ裁判官を対象として,行
政事件を担当する際に必要となる行政法規の解釈及びそのため
の法令や判例の分析能力の滴養を．目的に，
点等についての共同研究を行う予定 ．
【専門性★】

露演や実務上の留意

税務・会計，金融経済等に関する基礎的な知餓についての諭演
や，セミナー等を行う予定 ､
【専門性★】 ．

医療に関する基礎的知職についての購演や，医療関係訴訟を扱
う弁護士等との意見交換医療機関における実地研修等を行う
予定
【専門性★】



ー
ー

●

（資料1）
判事･判事補.簡易裁判所判事の集合研修(種類別）

、

ｰ

※応鰍するkで目安となる専門性の概腱は次のとお卿

☆＝標準的な法的知識を前提とする研究会

☆☆＝専門性が高い研究会（ただし，必ずしも難度が高い上いう趣言でばなく，関心があれば積極的{こ応募し･層も！目,いたいもの） ●
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口 ●

・ 概要

33

34

専
門
分
野
系
研
究
会

◆

◆

ゆ

建築・ IT基礎研究会
｡

知

■

的財産権基礎研究会

29.
一
・

3．13

3．16

Ｊ
１
但
休

29． 3． 7(火）
～39(木）

3～4
←

日

3日

30

15

地裁又は家裁の判事補（未特例判事
楠を含む。 ）
(建築基礎のみ, IT基礎のみの参
加も可能）

地裁又は家裁の判事補（未特例判事
補を含む。 ）

竹 ､

建築に関する基礎的な知餓についての露演や，建築の実態を知
るための現地研修等を行うとともに，インターネットをめぐる
基礎的な知職についての購演を行う予定
【専門性★】

知的財産権に関する基礎的知職についての購演や，
財部における実地研修等を行う予定
【専門性★】

東京地裁知

35

36

37

基
盤
系
研
究
会

◆

◆

◆
●

裁判基盤研究会1

裁判

C

基盤研究会2

裁判基盤研究会3

28.
～

●
●

７
７

ｊ
ｊ
火
木
く
く
５
７

28.10.25(火）
～10.27(木）

29. 2.28(火）
～3． 2(木）

2～3

日

2～3

日

2～3

日

30

30

30 ‘

高裁，地裁又は家裁の判事

、

高裁，地裁又は家裁の判事

高裁，地裁又は家裁の判事

法律分野そのものではなく,.その背景となる社会，経済や隣接
領域である自然科学等に関する知見を広めることを通じ，一般
的資質・能力を高めるきっかけとするための研究会。
社会経済の動きや科学的発見等の動向も踏まえながら，重要
と罷められるテーマを選びj鱗演と意見交換等を行う予定であ
る 。

平成28年度の第1回は， 「現代社会と統計」をテーマに取り
上げる予定6 凸 ■

平成29年度以降は， 〔情報と社会｣
｢国際社会と日本」
発展と社会」 ，

9

、 ｢消費活動と企業』
｢価値の多様化と社会」

｢コミュニケーションと社会」
会」等をテーマとする予定。

０
９

p・

｢科学技術の
｢高齢化と社

趣旨や来年度以降のテーマは裁判基盤研究会1に同じ。
第2回は,． 「人工知能と社会」をテーマに取り上げる予定。

趣旨や来年度以降のテーマは裁判基盤研究会1に同じ。
第3回は， 「社会におけるダイバーシテイ］をテーマI
げる予定。 ．

こ取り上
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38

39

基
盤
系
研
究
会

◆

◆：

知的

．
、
柵究会1

知的基盤研究会2

28. .7. 5(火）
～. ､7． 7(木）

28.10.25(火）
～10.27(木）

2～3

日

2～3

日

30

、 30

56期から65期までの高裁，地裁
又は家裁の判事又は判事補 ‐

56期から65期までの高裁，地裁
又は家裁の判事又は判事補

平成27年度は，コミュニケーションやう教養
義を実感してもらうための体験型のカリキユラ
義やデモクラシーをテーマとしたワークシ
た◎

･古典に学ぶ意
ム，法哲学・正
ヨップ等を実施し

平成28年度も，参加者の自己研さんの動機付けとなるような
カリキュラムを用意したい。

b

知的基盤研究会1に同じ
●

40

41

42

43

44

特
別
研
究
会

◆

◆

◆

究会1．
件処理の充実）

特別研究会2
(人事所訟係事件の運用
をめぐる賭問題）

特別研究会3
(後見関係事件の運用を
めぐる諸問題）

特別研究会4
(民事事件における合議
の在り方）

特別研究会5
(情報セキュリティ）

28..6息28

～6．29

ｊ
ｊ
吹
休

28． 9． 6(火）
.～9． 7(水）

28.10.12(水）

～10.13(木）

28.11.10(木）
～11.11(金）

●

28.12.13(火）
～12.14(水）

2日

2日

2日。

口
●

2日

2日

30

50

50

48

30

地裁で民事事件を担当する部総括判
事（平成28年度の新任部総括裁判
官研究会の参加予定者を除く。 ）

家裁で人事訴訟事件を担当する判事
又は特例判事補

家裁で後見関係事件を担当する判事
又は特例判事補 ．

地裁で民事事件を担当する判事又は
判事補（未特例判事補を含む。 ）

高裁，地裁又は家裁の判事又は判事
楠（未特例判事補を含む。 ）

合磯や部内コミュニケーションの充実等民事事件処理の充実に
向けた部の機能の活性化に関する方策について共同研究等を行
う予定

人事訴訟事件の運用をめぐる諸問題について共同研究等を行う
予定 ． ．

後見関係事件の運用をめぐる賭問題について共同研究等を行う
予定（裁判所職員総合研修所と合同研究を実施予定）

● － ‐

民事事件を担当している部総括クラス，右陪席クラス，左陪席
クラスを対象に，具体的な事例等に基づいて，合磯の在り方に
関する研究や意見交換等を行う．予定

情報セキュリティに関する諸情勢を踏まえ，情報セキュリティ
対策の必要性についての理解を深め，今後の情報セキュリティ
の確保，向上の在り方等を研究する予定
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45

46

47

・
特
別
研
究
会

◆

◆

◆

究会6

訴審の在り 方）

り方）

特別研究会8

（インターネッ
件）

ﾄ関連事

28.12.

～12.

13（火）

14(水）

29． 2．
～ 2．

6

６
７

１
Ｊ
明
は

29. 3.15(水）
～3. .16(木）

2日

2日

2日

20

30

30

高裁で刑事事件を担当する判事

高裁又は地裁で民事事件を担当する
判事又は特例判事補 ．

高裁又は地裁で民事事件を担当する
判事又は特例判事補.

刑事控訴審の審理・判決の在り方や刑の一部執行猶予の控解審
における取扱い等について，共同研究等を行う予定

民事単独事件を担当している裁判官を対象に，具体的な事例に
基づいて，争点整理手続の在り方について研究や意見交換等を
行う予定

インターネットに関連する様々な事件が係属している状況を踏
まえ，インターネツ.トの仕組み等の理解を深めるとともに，法
的な論点等について共同研究等を行う予定

48

49

そ
の
他

法律実務教育研究会1
■

法律実務教育研究会2

28． 9．12

～9．13

ｊ
ｊ
明
眺

29． 2．20

～2．21

ｊ
ｊ
明
蛛

2日

2日

未定

未定

法科大学院に派遣される判事又は判
事補

法科大学院に派遣される判事又は判
事補

ｰ

新たに法科大学院に派遣される判事又は判事補等に対し，
な情報を提供し，共同研究等を行うもの

必要

■

法律実務教育研究会1に同じ
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第2簡易裁判所判事の集合研修
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~

一

50
新任簡易裁判所判
導入研修．

事 28.. 8.29(月）
～9． 2(金）

5日 未定

●e

C ‐

平成2．8年度に新たに簡裁判事
に任命された者
(司法修習終了者を除く。 ）

新たに簡易裁判所判事に任命された者に対する職務導入研修
であり，簡裁における裁判事務への円滑な導入等を目的とす
る。 ．

51 新任簡易裁判所判事研修
29. 1.23(月）
～2.24(金）

33.日 未定
平成28年度に新たに簡裁判事
に任命された者
（司法修習終了者を除く。 ）

新任簡易裁判所判事導入研修の後，配属先の地裁簡裁にお
ける実務研修を踏まえ，簡易裁判所判事としての基本的な実
務知職，技量の獲得を目的とする。

凸七

52
簡易裁判所判事
基礎研究会

28. 6.14(火）
～6.17(金）

4日 26

､ 申

平成26年度新任簡易裁判所判
事研修の終了者

任命から2年目の簡易裁判所判事を対象とし，
実務の知職，技量の向上を目的とする。

基本的な裁判

53 ◆

●

簡易
民事

28. 5.11(水）
～5.12(木）

2日 40

平成23年8月以前に任命され
た簡裁判事
(司法修習終了者を除く。 ）
(引き続き簡裁刑事実務研究会
に参加まること．ができ.る。 ）

主として民事分野の事件処理に関する諸問題についての研究
を行うとともに，簡裁判事としての在り方を再確認する機会
とする。

54 ◆ 簡易裁判所判事
刑事実務研究会

28． 5‘12（木）
～"5.13(金）

2日 20

平成23年8月以前に任命され
た簡裁判事
(司法修習終了者を除く。 ）
(簡裁民事実務研究会に引き続
いて参加することができる。 ）

主として刑事分野の事件処理に関する諸問題についての研究
を行うとともに,簡裁判事としての在り方を再確認する機会
とする。

● ●

～

55 ◆
簡易裁判所判事
特別研究会

28.10.18(火）
～10.20(木)。

2～3

日
50

平成24年8月以前に任命され
た簡裁判事
(司法修習終了者を除く。 ）

民事交通事件をテーマとして取り上げ，簡裁の審理に相応し
い訴訟運営や判決の在り方等に関する共同研究や講演と意見
交換等を行う予定

｡
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1

堰序 舞料1の唇号
唾
◆
型

研究会名 実施時期 備考

1

2

‘ 3

■●

４
．
５●

一
●

６
－
７
８
’
９
－
ｍ

ｇ
一
．
画

11

12

13

14

15

16

17

18

19

一－

20

－一一－－－

・21

22

23

４
、
５
６
－
７

配
”
釦
一
釦

２
２
２
－
２

8
－－－－

２
３

２
￥
５
－

54

－
９
７
２
砲

5

40

一一35

38

一

１
－
３

２
－
２

０
．
１
８
２
８

５
４
４
１
１

●

４
羽

26

15
－

42

55

10

36
－－

一
一

39

19

20

11

◆

◆
◆
剥

ぐ
一

－

一
一
◆
◆

◆

◆
一
◆
－－

●

命
令
今
◆

今

◆

◆

◆

◆

◆

一

◆

◆
◆

弁護士任官者実務研究会

刑事実務研究会（裁判員1）

簡裁判事民事実務研究会
一

簡裁判事刑事実務研究会

民事実務研究会（基本1）
－

支部長研究会

判事補基礎研究会

守一

一－＝←← 一

申 一一一b－

－－－－寺 － 一 一 一 』一一十

簡裁判事基礎研究会
= ■ － ﾆ ｰ▲ ■ 』 ■ ■■■一七

新任部総括裁判官研究会

－一

Ⅱ 』 ■ ■ー

ユー－■ 争守一 今

待別研究会1 （民事事件処理の充実）
曲■一幸一一一一一一

競判基盤研究会1

知的基盤研究会1
● ● ■

民事実務研究会(IT) 、
●

0

刑事実務研究会（裁判員2）
一一 ＝■ニュー－－ー 一一一■■ －－－一

断任簡裁判事導入研修
－ －一一一一÷一一一一 ■ｰ←凸 = ▲

侍別研究会2（人事訴舩事件の運用をめぐる諸問題）
－一一一一一 － ロ ー

法律実務教育研究会ユ

‐

、 一一一■ ■ 一一一一一 二

少年実務研究会
与 今ｮ → △一 一

民事実務研究会（医療）
■ ｡

0

一一 一■一ーー一理一一一一寺 ■●

中堅判事研究会

行政基礎研究会▲
－守 口 ヶ

行政実務研究会

○

一■＝一一号

国－÷△

己

､ -
一 一 』 ユ■

民事実務研究会（金融経済1）

侍別研究会3．(後見関係事件の運用をめぐる諸問題）
一一一一一一△d －－ごユ ÷一一二争圭 ＝一一一一一一一

闘裁判事特別研究会
－ －圭 一 T 一一

民事実務研究会（基本2）
辛 ■ 一■ 一 子一一画早口寺 q ママ一一一一一一 一一一口－←－P

幾判基盤研究会2

薊的基盤研究会2
一

● →－－

一

民事実務研究会健築A)

民事実務研究会（建築B)

刑事実務研究会（基本1）

一一

H28.4.6(水）
一L －や 一

函
一
・
㈱
｜
函

４
５
一
風

５
２
ゞ
３

１
１
》
１

凸●

■
↑
○

陣
一
・
噸
一
鯉

一
一
・
一
一
一

噸
一
㈱
一
㈱

昭
一
ｎ
－
昭
一
癖

４
↑
＆

●申

○

鯉
》
峰

H鱈.5.18（水） ‘､;H28.5.20(金）

H".5.23(月）～H28.5.25(水）
～－マー－－－一一

1Ca6.6(月）～I⑫8.6.10(金）

一一一一一一一 －▲』一一→ ← 一 一■一一一

》
一
》
一
鋤

蝿

睡

鯉
。

↑
一
一

蜘
一
㈹
岬

４

－
》
岬

１。６●魑

～
●

H28.7.5(火）～H28.7.7(木).

H28.7.5(火）～H28.7.7(木）

一

胆8.7.12（火）～1128.7.13(水）
●

H28.7.12(火）～H28.7.13(水）
－－ －－

H28.8.29(月）～H28.9.2（金）

－

H2&9.6(火）～H28.9.7(水）
｡ 一 一 一 一一＝ 『 q子一一 己＝ 二■ で＝

H28,9.12(月）～H28.9.13(火）
－ 一一

H28.9.14(水）～H28.9.16(金）

H28.9.26(月）～H28.9.27(火）

H28.9.27(火）～H28.9.29(木）

H28.10.4(火）～H28.10.6(木）
一一一 ＝■－

H28.10.6(木）～H28.10.7(金).

－－． 、

H28.10:5(水）～腿8.10.6(木）
－－ －

H28.10.12(水）～H28..10.13(木）

－－－－－－－ マ 一己

H28.10.18(火）～H".10.20(木）
一一

H28.iO.i9(水）一睡8.10.20(木）
－－ －－

H28.10.25(火) ・～腿8.10.27(木) !
－ →一一一一一

H28.10.25(火）～腿8.10.27(木）

■ 『 一一

H28,10.31(月）～H28.11.1(火）

H28.11.1(火）～H28.11.2（水）

H2a1l.8(火）～H28.11.10(木）

一部4と合同
一皇 － － ■－＝－－▲

一部3と合同

－■■＝ 一■ = ヨー－一－－

e ＝一

一▲一 戸一

－－ ー一

－一一一

一

■ー ■ 一= や

－－一一一－－

一一一▲ 一 F一一一一一一

一部22と合同

一部21と合同

巳学■ 一

－＝ー守 守

一

一一一一一 ‐ ーー－－ 、

－■■■■■■■

一郡30と合同

一部29と合同
●ーー 一 一■－



(資料2） 判事・判事補，簡易裁判所判事の集合研修（時系列）
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(資料3）平成28年度裁判官研修計画カレンダー
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長期研修

(原則1年間）

行赦実務研究会
P

労働襄務醗究会Ae

新任部鐸括零鶴 研修
個別テーマ
ごとの墓溺蔵会一 ﾖ

日本銀行研修
(1年間）簡裁判事

園民事実務研究会‐
凸

鋤
凸■

職児会目
行政AoB

金融経済

医療

建築"1丁

知的財産権

簡裁判事
刑事実務研究会

雷~塁一.~~一．

支部蟇研究会
1■

、ﾑｰｰｰｰ△と一』 知的財産権

専門研修(長期）
弁蕊緩官者
実務爵顕会
（綴喜直橡〉

知的財産権
専門研修(短期）


